
 

社会福祉法人 菊水会 

訪問介護ステーション にじの丘 

第 1号訪問事業（予防給付型）重要事項説明書 

 
１ 事業の目的 

  社会福祉法人菊水会が開設する訪問介護事業所が行う指定第 1号訪問事業（予防給付型）の事業の適

切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護

員研修の修了者が要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定第 1号訪問事業（予防給付型）サービスを

提供することを目的とする。 

 

２ 事業者の概要  

名称 社会福祉法人 菊水会 

所在地 山口県下関市菊川町大字下岡枝 1064番地 

電話番号 083-287-1220 

代表者氏名 理 事 長  青 柳 俊 平 

事業者が実施する 

サービス 

○特別養護老人ホーム           〇定期巡回随時対応型訪問介護看護 

○短期入所 

○通所介護 

○認知症対応型共同生活介護 

○訪問介護 

○訪問看護 

○菊川・豊田地域包括支援センター 

○就労継続支援Ｂ型 

○共同生活援助・共同生活介護 

○障害者生活支援センター 

○サービス付き高齢者向け住宅 

 

３ 事業所の概要 

事業所の名称 訪問介護ステーション にじの丘 

事業所の所在地 山口県下関市菊川町大字田部 223-1 

事業所の電話番号 ０８３－２８７－２２６９ 

管理者 青柳 雅子 

サービス提供責任者 門田 幸恵 

サービス提供地域 下関市（菊川地区、小月地区、吉田地区） 

サービス提供日時 年中無休（8:30～17:30）、24時間電話連絡可・緊急時対応 

事業所番号 3570103972 （ 平成 23年 7月 1日指定 ） 

運営方針 

可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した生活を営むことが出

来るよう、また尊厳を持って安心して生活して頂けるよう配慮し、運営するものと

します。 

 



 

４ 事業所の職員体制 

職   種 常  勤 非  常  勤 合計員数 資  格  等 

管理者 1  1 ヘルパー１級 

サービス提供責任者 1  1 介護福祉士 

訪問介護員 ７ ３ １０ 
介護福祉士 

ヘルパー２級 

 

（１）管理職 

  管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の 

  規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

（２）サービス提供責任者 

  サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。 

  ①サービス計画の作成・変更等を行い、利用の申し込みに係る調整をする。 

  ②利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握、サービス担当者会議への出席、 

   利用者に関する情報の共有等、居宅介護支援事業等との連携に関すること。 

  ③訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての 

   情報を伝達し、業務の実施状況を把握する。 

  ④訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について 

   必要な業務等を実施する。 

 （３）訪問介護員 

   訪問介護員は訪問サービスの提供にあたる。 

 

５ サービスの内容 

【サービスの内容・方法】 

 

介護予防・日常

生活支援 

自力で家事等を行うことが困難な場合で、家族や地域による支え合いや他の

福祉施策等の代替サービスが出来ない場合について適切なケアマネジメント

(時間・回数)に基づき、訪問介護員が必要なサービス提供（身体介護・生活援

助）を行う。 

要介護状態にならない為に、できることを一緒にみつけ、出来ないことは、でき

るようになるための方法などを一緒に考え行う。 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 利用料金 

（１） 介護保険サービス利用者負担額 

・サービス利用による自費負担額は法定利用料に基づく金額となる 

 

料 金 表 

 予防給付型 

１週当たりの標準的な回数を定める場合（1月につき） 

１週に１回程度  １，１７６円/月（上限） 

１週に２回程度 ２，３４９円/月（上限） 

１週に２回を超える程度 ３，７２７円/月（上限） 

一月当たりの回数を定める場合（１回につき） 

標準的な内容の指定相当訪問型サービス ２８７円/回 

生活援助中心（２０以上４５分未満） １７９円/回 

生活援助中心（４５分以上） ２２０円/回 

初回加算（初回に実施した訪問介護と同月にサービス提供責任者が

訪問サービスを行う場合） 
月  ２００円 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 

 

所定単位数の 22.4％ 

    

 

※１ 法定代理受領の場合は上記金額の１割（一定以上の所得がある場合は２割又は３割）。ただし、経過措

置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。  

 

（２） 支払方法 

 当月の利用者負担金の請求に明細書を付して、翌月 10日前後に請求書を発送しますので、ご契約者は下

記のいずれかの方法でお支払いください。（一ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日

数に基づいて計算した金額となる。） 

    

 金融機関口座（西京銀行・山口銀行）からの自動引き落とし 

（毎月 1５日の引き落としとなります） 

 にじの丘指定口座への振り込み（手数料はご利用者の負担となります） 

 にじの丘受付窓口での現金支払い（月末迄にはお支払いください） 

      

 

 

 

  



 

 

《サービスご利用にあたって》 

 

１） 訪問介護記録について 

・サービス終了時に「訪問サービス記録」を記入いたしますので、内容確認後捺印を頂きます。「訪問サービ

ス記録」は、生活の記録として保管下さい。当事業所では、複写を５年間保管いたします。 

 

・スタッフは、稼働前に前回の記録を確認いたしますので、所定の場所に保管願います。 

 

２） 身分証について 

  スタッフは常に身分証を携帯し、提示を求められたときはいつでも提示いたします。 

 

３） サービスに使用する用具について 

・サービスに必要な用具は、利用者様宅のものを使用させていただきます。 

    （洗剤・バケツ・オムツ・タオル・車椅子など） 

・利用者様のお宅でサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様に

ご負担いただきます。 

 

４） 車の駐車について 

  スタッフは車で訪問いたしますので、事前にお聞きした場所に駐車させて頂きます。 

 

５） 医療行為について 

  医療行為は出来ませんので、ご理解下さい。 

 

６） お願い 

・サービスは、利用者様宅についてからの開始になります。 

（サービス時間外でのお買い物はいたしません） 

 

・スタッフとの個人的なお付き合いは、ご遠慮ください。 

                 （個人の電話番号などはお教えできません） 

 

・金品の受け渡しはご遠慮願います。 

 

８ サービスの終了など 

（１） サービスの終了 

①利用者様のご都合での解約は、いつでも申し入れることができます。 

 契約終了を希望する 7日前までに事業所に通知下さい。但し、利用者様が施設入居した場 

合等、正当な理由がある場合には即時に解約できます。 



 

②事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ご利用者 

様は、本契約を解除することができます。 

・事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問サービスを実施しない場合 

・事業者もしくはサービス従事者が第８条に定める義務に違反した場合 

・事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財

物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

③事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 

・利用者に支払能力があるにもかかわらずサービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、 

相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合 

・利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財物・信用を傷 

つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めな 

い場合 

 

（２） 契約の自動終了 

次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。 

①利用者が亡くなった場合 

②当事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した

場合 

③事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

④上記のサービスの終了に基づき本契約が解約又は解除された場合 

⑤介護保険被保険者証の認定期間が満了し、その後自立もしくは要介護となった場合 

 

９ 緊急時の対応方法 

サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、

ご家族が不在の場合等、必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。 

 【主治医】 

医療機関名  

住 所  

電 話 番 号  

主治医氏名  

 【ご家族等緊急連絡先】 

氏名 (続柄 )  

住 所  

電 話 番 号  

 

 

 



 

10 この契約に関する苦情・相談窓口 

 

当事業所ご利用相談・苦情窓口 

担 当 者  門田 幸恵 

電話番号  ０８３-２８７-２２６９ 

受付時間  午前８時 30分～午後５時 30分  年中無休 

 

当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。  

1 

下関市福祉部 介護保険課 事業者係 

住所：下関市南部町２１－１９ 

受付時間：８：３０～１７：１５ 

（土・日・祝日・年末年始を除く）         

Tel：０８３-２３１-１３７１ 

Fax：０８３－２３１－２７４３ 

２ 

山口県国民健康保険団体連合会 

   住所：山口市朝田１９８０－７ 

   受付日時：９：００～１７：００ 

   （土・日・祝日・年末年始を除く） 

Tel：０８３-９９５-１０１０ 

Fax:０８３－９３４－３６６５ 

 

また、山口県社会福祉協議会に設置された「福祉サービス運営適正化委員会」においても市区町村と

連携しながら苦情対応を行っています。  

窓  口 山口県社会福祉協議会 運営適正化委員会 

電話番号 ０８３-９２４-２８３７ 

ファックス ０８３-９２４-２７９３ 

 

１１ 虐待の防止 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はそれの再発を防ぐために次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

 （1）虐待防止に係る責任者を選定します。 

虐待防止に係る責任者  役職：管理者  氏名：青柳雅子 

 

 （2）虐待防止に係る担当者を選定します。 

虐待防止に係る担当者  役職：サービス担当責任者  氏名：門田幸恵 

 

 （3）訪問介護員に対して、虐待を防止するための研修を年 1回実施します。 

 2 事業者は虐待又は虐待を疑われる事案は発生した場合は、速やかに市へ通報します。 

 

１２ 衛生管理等 

 （1）訪問介護員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。 

 （2）事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

 （3）事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 



 

  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６か月に

１回開催するとともに、その結果について訪問介護員に周知徹低します。 

  ②感染症予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  ③訪問介護員に対し、感染症予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。 

 

１３ 業務継続計画の策定等 

  （1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するた 

め、もしくは非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継 

続計画に従って必要な措置を講じます。 

  （2）訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓錬を定期的に実施

します。 

  （3）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。 

 

１４. 連帯保証人 

本契約締結時に代理人(身元引受人)と定める者は、連帯保証人という意も含めるものとします。よって、民

法４４６条１項、２項、３項を適用するものとします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

介護予防・日常生活支援総合事業（予防給付型）サービス利用にあたり、利用者に対して契約書及び本書

面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

事業所 

（所 在 地）  山口県下関市菊川町大字田部 223-1 

（事業所名）    訪問介護ステーション にじの丘 

 

（説 明 者） サービス提供責任者  

門田  幸恵       ㊞ 

 

私は契約書及び本書面により、これからサービスを受ける介護予防・日常生活支援総合事業（予防給付型）

サービスの重要な事項について、事業所から説明を受け、同意の上受領しました。 

 

 令和   年   月   日 

 利用者 

 

   （住所）                                 

 

 

   （氏名）                             ㊞   

 

  

 代理人 

 

   （住所）                                 

 

 

   （氏名）                        ㊞  


